
通学路の交通安全対策を実施しました！

【 概 要 】
昨年６月，千葉県八街市において下校中の児童の列にトラックが衝突し，５名

が死傷する痛ましい事故が発生したことを受け、令和３年度通学路合同点検を実
施し、点検の結果、対策が必要となった８箇所について対策工事が完了しました
のでお知らせします。

【対策箇所・対策内容】（別紙－１～２参照）

今後も引き続き通学路の安全対策工事を実施します。工事期間中は、道路利用者および沿道
でお住まいの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

問い合わせ先
■国土交通省 四国地方整備局

中村河川国道事務所 TEL：0880-34-7319（直通)

事業対策官 木下 功 [内線208] ○ 道路管理課長 川田 和徳 [内線431]

■教育委員会
四万十町 TEL：0880-22-2594 黒潮町 TEL:0880-43-0044

学校教育課 主事 武田 晶大 黒潮町教育委員会 教育次長 藤本 浩之
四万十市 TEL：0880-34-1136 宿毛市 TEL:0880-63-1102

学校教育課 総務係長 梶谷 卓志 学校教育課 学校教育係長 田村 崇

■警察署
窪川署 TEL：0880-22-0110 中村署 TEL：0880-34-0110 宿毛署 TEL：0880-63-0110

交通課長 広内 誠一 交通課長 川越 雅俊 交通課長 寺村 一彦

本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト
【No.4全国に先駆けて進行する人口減少への「子国」支援対策プロジェクト】の取り組みに該当します。

～ より安全に通学できるように ～

令和４年３月３１日
中村河川国道事務所

○：主な問い合わせ先

きのした いさお かわだ かずのり

たけだ あきひろ ふじもと ひろゆき

かじたに た く し た む ら たかし

ひろうち せいいち かわごえ まさとし てらむら かずひこ

番号 対策完了箇所 対策内容

➀ 高岡郡
たかおかぐん

 四万十町
しまんとちょう

 下呉地
しもくれじ

ガードパイプを設置

② 高岡郡
たかおかぐん

 四万十町
しまんとちょう

金上野
きんじょうの グリーンラインの標示

「横断者注意」の路面標示

③ 幡多郡
  は  た  ぐん

 黒潮町
くろしおちょう

　藤縄
ふじなわ 「横断者注意」と減速ラインの路面標示

既設標識の移設

➃ 幡多郡
  は  た ぐん

 黒潮町
くろしおちょう

　上川口
かみかわぐち 横断歩道部のカラー標示

⑤ 幡多郡
  は  た  ぐん

 黒潮町
くろしおちょう

　浮鞭
うきぶち

「車に注意」の路面標示

⑥ 四万十市
 し ま ん と し

 荒川
あらかわ

グリーンラインの標示

⑦ 四万十市
 し ま ん と し

 磯
いそ

ノ川
かわ

グリーンラインの標示

⑧ 宿毛市
す く も し

 押
おし

ノ川
かわ

グリーンラインの標示

国
道
５
６
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■ 位置図 別紙－１

高岡郡 四万十町 下呉地

高岡郡 四万十町 金上野

幡多郡 黒潮町 上川口

幡多郡 黒潮町 藤縄

幡多郡 黒潮町 浮鞭

四万十市 磯ノ川

宿毛市 押ノ川
す く も し おし かわ

し ま ん と し いそ かわ

は た ぐん くろしおちょう うきぶち

は た ぐん くろしおちょう ふじなわ

たかおかぐん しまんとちょう きんじょうの

たかおかぐん しまんとちょう しもくれじ

は た ぐん くろしおちょう かみかわぐち

■ 対策事例 ① ガードパイプの設置

◇ 対策内容

歩道と車道の間にガードパイプを設置。

四万十市 荒川
し ま ん と し あらかわ

■ 安全対策後の合同点検状況 （ 四万十町 ）

◆ 参加者：国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所、四万十町、窪川警察署、町立影野小学校

写真： 番号① 高岡郡四万十町下呉地

➀

②

③

➃

⑤

⑥

⑦

⑧

対 策 後

◆ 対策前
歩道はあるが、車両が通過する際に、車両が

逸脱する可能性がある。

至 高知市

至 四万十市 至 四万十市

至 高知市

至 宇和島市

至 高知市

※この地図は、国土地理院の地理院地図に加筆したものである

ガードパイプができたことで、
安心して通行できるようになりました。

（影野小学校教頭先生）

写真： 番号① 高岡郡四万十町下呉地

点検日：令和4年3月25日(金)



■ 対策事例 ➃ 横断歩道のカラー標示

横断歩道は設置されているが、車両の一時停
止率が悪い。

運転者に注意喚起のため、
横断歩道を認識しやすいようにカラーで標示。

◆ 対策前

■ 対策事例 ② ・ ③ 「横断者注意」の路面標示

◆ 対策前

至 四万十市

至 高知市至 高知市

至 四万十市

周辺に横断歩道があるが、交通が多く、車両
スピードも速い車両がある。

◇ 対策内容

運転者に注意喚起のため、「横断者注意」
の路面標示を施工。

写真： 番号② 高岡郡四万十町金上野

写真： 番号④ 幡多郡黒潮町上川口

■ 対策事例 ② ・ ⑥ ・ ⑦ ・ ⑧ グリーンラインの標示を設置

歩道がなく、狭い路肩を通行しており、通学時
に危険な状況が見られる。

応急対策として、運転者に注意喚起の
ためグリーンラインの標示を設置。

◆ 対策前

写真： 番号⑧ 宿毛市押ノ川

対 策 後

対 策 後

対 策 後

◇ 対策内容

◇ 対策内容

別紙－２

至 高知市

至 四万十市 至 四万十市

至 高知市

至 高知市 至 高知市

至 宇和島市 至 宇和島市


